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第⼀章 計画策定の趣旨 

１ 計画の趣旨 
本市は、2018 年 3 ⽉に「第 2 次つくばみらい市総合計画（基本構想、前期基本計画）」を

策定し、「しあわせと笑顔あふれるみどりがつなぐ“みらい”都市」を将来像に掲げ、まちづ
くりに取り組んできました。近年、⾼齢化の進展、地⽅分権改⾰に伴う権限の移譲、市⺠
ニーズの多様化、頻発化・激甚化する⾃然災害への対応など、⾏政が取り組むべき課題は
複雑化していることから、今後の時代の潮流や社会環境の変化、財政状況などを勘案し、
前期基本計画に続くまちづくりの新たな指針として、「第２次つくばみらい市総合計画（後
期基本計画）」が 2023 年 3 ⽉に策定されました。 

また教育基本法第 17 条第 2 項に規定される「地⽅公共団体における教育の振興のための
施策に関する基本的な計画」に基づき、本市が⽬指すべき教育の理念、⽬標を明確にし、
より質の⾼い教育の振興を図るため「つくばみらい市教育振興基本計画」が 2017 年 3 ⽉に
策定され、その中間⾒直しを経て「つくばみらい市教育振興基本計画（後期基本計画）」が
2023 年 3 ⽉に策定されました。 

本計画は、これらの基本計画内に⽰されたスポーツ振興の⽬指す姿を明確にし、市⺠の
皆様にスポーツ・レクリエーションの機会が提供され、健康で活⼒にあふれた市⺠⽣活を
実現できることを⽬的として策定します。 

 
２ 計画の位置づけ 

本計画は、第 2 次つくばみらい市総合計画（後期基本計画）の分野別計画の⼀つです。 
推進にあたっては、この総合計画と、つくばみらい市教育振興基本計画（後期基本計画）

との整合性を踏まえるとともに、国／スポーツ庁が 2022 年 3 ⽉に策定した第 3 期スポーツ
基本計画並びに茨城県教育委員会が 2015 年 3 ⽉に策定した茨城県スポーツ推進計画との連
携にも配慮した計画とします。 
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３ 計画の期間 
本計画は、2024年度からの中⻑期的な計画とします。 
 

４ 計画策定に当たって 
本計画の策定に当たり、市⺠アンケート調査の結果並びに⼀般市場レポートからのデー
タを参考としました。 

■ 市⺠アンケート 
茨城県南⻄地域の７市（⿓ケ崎市、常総市、⽜久市、取⼿市、守⾕市、坂東市、つくば

みらい市）は、スポーツに対する多様なニーズや市単独では解決できない課題に対応する
ため「スポーツによる地⽅創⽣官⺠連携プラットフォーム」を 2020 年に設⽴しました。同
プラットフォームは、2022 年にスポーツの実施状況やニーズを把握し今後のスポーツを通
じた地域活性化に向けた施策の検討につなげていくことを⽬的とした「推進計画策定アン
ケート調査」（以下「アンケート調査」という。）を実施しました。本基本計画においては、
その中から本市の結果を抽出し参考にしました。市⺠のニーズの指標には、調査時に義務
教育を終えている⼩学⽣・中学⽣以外の⽅々（以下「義務教育終了後の市⺠」という。）に
着⽬し、年少⼈⼝をターゲットとした質問に関しては⼩学⽣・中学⽣の結果を⽤いました。 
＜アンケート調査概要＞ 

� 実  施  ⽇： ２０２２年１⽉１１⽇〜2 ⽉ 8⽇ 
� 対  象  者： ⼩  学  ⽣： ⼩学 5 年⽣ 240名 

中  学  ⽣： 中学 2 年⽣ 139 名 
⼀般市⺠： 市内在住 16 歳以上の 1000⼈を無作為抽出 

� 調査⽅法： 郵送による配布・回収 
インターネットによる回答 

� 回収状況： ⼩  学  校 ― 224 名（有効回答率 93.3%） 
中  学  校 − 127名（有効回答率 91.3%）  
⼀般市⺠ ― 373名（有効回答率 37.3%）  
 

■ ⼀般市場調査レポート 
� 2022 レジャー⽩書 余暇の現状と産業・市場の動向（(公財)⽇本⽣産性本部発⾏） 
� 余暇・レジャー＆観光 総合統計 2022（㈱三冬社発⾏）  
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第⼆章 基本的な考え⽅ 

１ 基本⽬標 
本市では、スポーツ振興を図る上での基本的な考え⽅は、第２次つくばみらい市総合計

画（後期基本計画）の第 2章・第 2節「⽣涯学習・スポーツ」内の施策 16「スポーツ・レ
クリエーション活動の充実」に定められ、その⽬指す姿を「様々なスポーツ・レクリエー
ションの機会が提供される、健康で活⼒にあふれた市⺠⽣活を実現するまちを⽬指します。」
としています。 

また、つくばみらい市教育振興基本計画（後期基本計画）には、第 2 章・基本⽬標第 2
節・基本⽅針 3 に「学校や地域におけるスポーツ活動の充実」が、並びに、基本⽬標第 4
節・基本⽅針 4 に「⽣涯スポーツの推進」が盛り込まれ、前者では「⼦どもの体⼒増進と
スポーツ活動の充実」が具体的施策として掲げられ、後者では「すべての⼈が楽しめるス
ポーツのまちプロジェクト」が重点施策 2 に位置付けられ、「競技スポーツの経験の有無や
年齢に係わりなく、誰もが気軽に体⼒づくりや健康づくりに取り組めるスポーツのまちを
⽬指します。」と掲げられています。 
以上を鑑み、本基本計画における基本⽬標（⽬指す将来像）として「すべての市⺠に様々

なスポーツ・レクリエーションの機会が提供される。健康で活⼒にあふれた市⺠⽣活を実
現するまちを⽬指します。」を掲げます。 

 
 

２ 基本⽅針 
本計画で掲げる⽬指す将来像を実現するために、次の 3 つの基本⽅針を設定します。これ

らの基本⽅針は、これから取り組む施策の基本的な考え⽅を⽅向付けるものです。 
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３ 基本⽅針１：⽣涯スポーツの推進 
■ 現状と課題 

現状を把握するため、まず運
動状況に着⽬しました。 
運動をほとんど若しくは全く

していない⽅は義務教育終了後
の市⺠の 36.5％にのぼっていま
した（図１）。 

 
 

 
その⽅々に対し、運動やスポーツ活動をしない理由を尋ねたところ、「忙しくて時間がな

い」、「仕事や家事で疲れている」、「何かと⾯倒」といった時間的・⾝体的・⼼理的理由が
上位を占めましたが、次いで「⾝近に適当な施設や場所がないから」というスポーツ環境
／施設の問題が原因と推察される結果が 9.8％にのぼりました（表１）。 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
加えて、どのような条件が整えば運動やスポーツ活動をすると思うかを尋ねると、「⾝近

な場所にスポーツ施設があれば」を筆頭に、「運動やスポーツ活動をやりたい時間に施設が
開放されていれば」など、スポーツ環境／施設に関連する回答がトップ 5 を占め、これら
に「⼦どもを預かってくれる施設や制度があれば」を加えると、スポーツ環境／施設に起
因する回答が過半数であることがわかりました。また「家族全員で楽しめるスポーツ活動
の場があれば」、「⾝近に気軽に参加できるスポーツ・イベントがあれば」といったイベン
トに期待を寄せる回答もありました（表２）。 

!"#$ 件数 割合
全**体 ,-.
回答数合計 234 ,5565
忙89:時間=>?@A B4 ,362
仕事E家事G疲I:?J@A B2 ,46B
何@L面倒O@A P5 ,-6B
身近S適当>施設E場所=>?@A 23 36Z
新型]^_`abc感染症対策SiJ日常生活n変化 2B Z6P
適当>相手E仲間=?>?@A ,Z .6,
運動Ecvwx=好zG{>?@A ,. B6P
何|8:i?@}@A>?@A ,P P64
健康上n理由@A ,- P6P
費用=@@J@A ,, -64
適当>指導者=?>?@A P ,6-
���効果=>?L思�@A , 56-
�n他 ,, -64
無回答 . 265

問�運動Ecvwx活動|8>?n{��ni�>理由@AG�@���:{�J�n��:選�G9O�?�

表１ 運動をほとんどしていない・全くしていない市⺠における運動をしない理由 
（義務教育終了後：複数回答可） 
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スポーツを通じて幸福で豊かな⽣活を実現することは、すべての⼈々に保障されるべき

権利の⼀つであり、各⼈の⾃発性のもと、⽇常的にスポーツに親しみ、スポーツを楽しみ、
スポーツを⽀え、スポーツを育てる活動に参画する機会が確保されなければなりません。
こうした観点から、スポーツを実際に「する⼈」だけではなく、トップレベルの競技⼤会
やプロスポーツの観戦など、スポーツを「観る⼈」、そして指導者やスポーツボランティア
といったスポーツを「⽀える（育てる）⼈」に着⽬し、⼈々が⽣涯にわたってスポーツに
親しむことができる環境をハード（施設等）、ソフト（プログラム・指導者等）の両⾯から
整備する必要があります。 
 

本市が 2006 年に誕⽣以来、市⺠には卓球、バドミントン、ゲートボール、野球などの
様々な市⺠⼤会に参加する機会があります。また 2012 年には本市の総合型地域スポーツク
ラブである「スポーツクラブみらい」が発⾜し、多くのスポーツ教室が開催されています。
しかしアンケート調査の結果から、それらに対する参加者が限定されていることが⽰唆さ
れます。 

 
本市が主催しているスポーツイベントには、現在

「みらいマラソン」「MIRAIいきいきスポーツ DAY」
等がありますが、年間のイベント頻度は⾼くありま
せん。スポーツイベントは、「する」「⾒る」「⽀え
る」市⺠を増やす原動⼒になりますが、ブースを出
すなどにより市内の各種店舗の振興機会を創出する
こともできることから、スポーツに対する多様な機
会の創出を増やす必要があるでしょう。 みらいマラソンの様⼦ 

!"#$ 件数 割合
全**体 ,-.
回答数合計 -23 ,4454
身近8場所;<=>?施設BCDE 3F ,G5,
運動J<=>?活動LJMNO時間;施設B開放TDUODE -V ,,5W
自分ZJMNO運動J<=>?活動B[\]N^Z設備B整aUODE -3 ,45G
身近;気軽;参加[\]<=>?fghBCDE 2- W5,
家族全員[楽m^]<=>?活動Z場BCDE 2, .5G
身近8場所;<=>?教室J講座BCDE 24 .52
身近;気軽;参加[\]<=>?rstuvBCDE ,V G5.
気軽;楽m^]地域Z<=>?情報提供BCDE ,W G52
気軽;<=>?活動Z場;誘aU~D]仲間J地域Z人BODE ,G 35.
子��L預�aU~D]施設J制度BCDE ,3 35-
気軽;<=>?L楽m��U~D]指導員BODE ,- 354
家族Z理解BCDE ,, -53
<=>?用具L気軽;貸m出mU~D]���BCDE ,4 -5,
<=>?活動B[\]職場Z体制B[\UODE W 252
�Z他 ,V G5.
��8条件B��aU�運動J<=>?活動�m8O ,, -53
無回答 G ,5G

問��Z��8条件B整 E¡運動J<=>?活動L¢]�思O�¢�¤¥CU��]�Z¢¦U選�[~¨TO©

表２ 運動をほとんどしていない・全くしていない市⺠における運動をするための条件 
（義務教育終了後：複数回答可） 
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年少⼈⼝に着⽬すると、⼈⼝が増加しているみらい平地区においては運動部に所属する
⽣徒の増加が予想されます。⼀⽅、年少⼈⼝が減少傾向にあるみらい平地区以外の学校で
は、部員不⾜が⽣じることが予想されます。部活動は、教科学習とは異なる集団での活動
を通じた⼈間形成の機会や、多様な⽣徒が活躍できる好ましい場です。これまで部活動は
教師による献⾝的な勤務の下で成り⽴ってきましたが、指導経験のない教師にとっては多
⼤な負担であるとともに、⽣徒にとっては望ましい指導を受けられない場合も⽣じます。
また過疎地においては他校との合同部活動などの取り組みも必要になります。これらは全
国的な問題でもあることから、本市でもスポーツ庁の取り組みに整合性を持たせながら、
地区ごとの特⾊に合わせ、放課後のクラブ活動⽀援を⾏っていかなければなりません。さ
らには、年少者においては運動部・スポーツ活動を通じ、優秀な選⼿が輩出されることや、
優れた指導者のニーズの⾼まりも予想されることから、選⼿・指導者育成を⾏う必要もあ
ります。 

 
■ 施策内容 
以上の現状と課題を踏まえ、⽣涯スポーツの推進のために、以下の 3 施策について進める

こととします。 
� スポーツへの多様な機会の創出 
� 放課後クラブ活動⽀援 
� 選⼿・指導者育成 
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４ 基本⽅針２：スポーツによる健康保持増進 
■ 現状と課題 

健康や体⼒に対する意識に関し、アンケート調査により義務教育終了後の市⺠に⾃⾝の
健康の度合いを尋ねたところ、8 割強の市⺠が健康状態は悪くないと回答していました
（図２）。 

しかしながら⾃⾝の体⼒の有無
に対する結果は⾃信がある⽅とな
い⽅の割合がほぼ同じとなり（図
３）、運動不⾜を感じている⽅は
84.1%にのぼります（図４）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
即ち、市⺠の多くは健康であると認識しているものの、運動の必要性を感じている⽅が
ほとんどと⾔えます。このような中、前述のように運動を⾏っている⽅は 63.5％にとどま
り（図１）、運動をしていない⽅のスポーツ環境／施設に起因した主な理由は「⾝近に適当
な施設や場所がない」こと（表１）でした。 
以上より、市⺠が健康の保持増進を⾏う上では、適切なスポーツ環境を提供することが

課題であると⾔えます。 
 

■ 施策内容 
以上の現状と課題を踏まえ、また健康保持増進には⼦どもの頃からの運動習慣が重要で

あることから幅広い市⺠をターゲットにできるよう、基本⽅針１と合わせ、スポーツ環境
を整えることにより以下の通り市⺠の健康保持増進を推進することとします。  

� ⽣涯スポーツの推進 
� 年少⼈⼝におけるスポーツ活動の推進 
� ⾼齢者の健康づくりの推進 
� 障がい者スポーツの推進 
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５ 基本⽅針３：スポーツ施設の充実 
■ 現状と課題 
① 施設の⽼朽化 

本市の公共スポーツ施設には以下が挙げられますが、近年整備された施設は総合運動公
園内の多⽬的広場野球場、多⽬的広場サッカー場、多⽬的広場ターゲットバードゴルフ場
のみで、多くの施設は 2006 年の合併以前にできたものであり、建築から 40 年以上の⽼朽
化した施設も少なくありません。 

� 総合運動公園 体育館（1981 年完成） 
野球場（1981 年完成） 
テニスコート（1984年完成） 
ゲートボール場（1985 年完成） 
多⽬的広場野球場（2020 年完成） 
多⽬的広場サッカー場（2020完成） 
多⽬的広場ターゲットバードゴルフ場（2018 年完成） 
⻘少年研修道場（2022 年完成） 

� 城⼭運動公園野球場（1981 年完成） 
� 古川テニスコート（1980 年完成） 
� 絹の台桜公園テニスコート（1989年完成） 
� きらくやまふれあいの丘テニスコート（1994年完成） 
� ⾕和原武道館（1979年完成） 

 
② 市⺠のニーズ（義務教育終了後の市⺠について） 
アンケート調査より、義務教育終了後の市⺠の中で、市内の公共スポーツ施設を利⽤した

ことがある⽅は 33.5％、ない⽅は 62.7％でした（表３）。 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

!"#$ 件数 割合
全**体 ,-, .//0/
利用3456789 .:; ,,0;
利用34567<= :,> ?:0-
無回答 .> ,0C

問E運動HIJKL活動NO市内R公共IJKL施設W利用345678XYZ[\]^_`abcd

表３ 公共スポーツ施設利⽤状況（義務教育終了後） 
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2022 年 10 ⽉の住⺠基本台帳⼈⼝は 52,929 ⼈でしたので、計算上の利⽤者は 17,731 ⼈
（52,929 ⼈×33.5%）となります。本市の 2022 年度の公共スポーツ施設の利⽤者数は延べ
102,109 ⼈でした。これらのデータより、市内の公共スポーツ施設の利⽤率は 33.5%と低
く、かつ利⽤者も年間約 6 回（102,109÷17,731=5.8）、即ち 2 か⽉に 1 回程度しか利⽤し
ていないことが明らかになりました。 

市内の公共スポーツ施設を利⽤したことがない⽅々に対し利⽤しない理由を尋ねたとこ
ろ、「利⽤したい施設・設備がない」（12.8%）の施設に起因する理由が「⼀緒にする⼈が
いない」（14.0%）に次いで多くなっていました（表４）。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
運動を実施している⽅々の活動内容は最多がウォーキング、次いで体操、⾃転⾞、 
ジョギングと続き、⾃宅や近隣の公園で簡単にできるものが多くなっています（表５）。 

 

 

 

 

 

 

 

!"#$ 件数 割合
全**体 ,-.
回答数合計 -.- 23343
一緒789人;<=< .> 2.43
利用AB<施設E設備;=< .. 2,4>
利用時間I時間帯K;限MNO<9 .. 2,4>
申込RS手続V;面倒 -Y 234Z
施設[\]交通]便;悪< ,Y b4Y
指導者;<=< f ,4Y
団体\=<h利用\V=<施設;i9 , 34Y
使用料;高< , 34Y
特7=< b. ,24Y
nopq7関心;=< ,Z b4-
t]他 ,b b4f
無回答 Y 24b

問*x市内]公共nopq施設}利用A=<理由�何\8��IiO�[9�]8�O選�\���<K

!"#$ 件数 割合
全**体 ,-.
回答数合計 -.. 23343
56789: 2,; -<43
体操 << 224.
自転車ABCD$9:含FG ,H .4.
IJK9:ALMN9含FG ,O P4P
#QR ,O P4P
"ST ; ,42
UV7W7Q < 242
野球 - 34;
卓球 - 34;
水泳 - 34;
M:]7 - 34;
R67D^9T - 34;
U_`9a9 - 34;
UTbcaW7Q - 34;
:M59_#QR - 34;
舞踊 , 34O
柔道 , 34O
剣道 2 34-
空手道 2 34-
NRaW7Q 2 34-
Bc!7 2 34-
k7aW7Q 2 34-
lm他 P. 2.4;
無回答 2< -4.

問q具体的tumvwx運動{T|7}活動��������A������m���選������G

表４ 公共スポーツ施設を利⽤しない理由 I 義務教育終了後）（複数回答可） 

表５ 実施している運動やスポーツ活動（義務教育終了後） 
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⼀⽅、運動をしていない⽅を含め、どのようなスポーツがあれば活動に参加したいかを 
尋ねたところ、最多はウォーキングの 22.2%でしたが、次に多かったのは⽔泳の 12.5％で
した（表６）。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

本市のスポーツ施設は、現在いずれも陸上での活動を対象とした施設となっており、⽔泳
ができる施設はありません。屋内型温⽔プールを有する施設で本市から最も近いのは守⾕
市にある常総運動公園になりますが、それでも本市中⼼部から約 10km 離れており、⽇常
的に利⽤するのは簡単とは⾔えないでしょう。 

 
表５の中で⽔泳を実施されている⽅が 3名おられますが、表6で⽔泳があれば参加したい

⽅は 69 名おられ、ここに⼤きなギャップがあります。公⽴⼩中学校のプールを⼀般開放し
ている地⽅⾃治体もありますが、本市においては屋外プールであるため期間が限定される
こともあり⼀般開放はしておらず、また⺠間のスイミングスクールもありません。⽔中活
動、例えば⽔中ウォーキングは、浮⼒により腰や膝などの関節への負担が少ないため、体
⼒が低下している⼈や⾼齢者、普段運動習慣のない⼈でも無理なく⾏うことができ、筋
⼒・⼼肺機能の強化や、⽣活習慣病の予防・改善に役⽴つと⾔われています（厚⽣労働省
より）。 

 
茨城県 44市町村のうち 32 の市に着⽬しても、令和 5 年度竣⼯を⽬指して整備中の稲敷市

を除き、現在公共プールがないのはつくばみらい市のみです。政令指定都市を有さない近
隣県を⾒ると、栃⽊県には 14 市の全てに、群⾺県にはみどり市以外の 11 市全てに公共プ
ールがあります。 

!"#$ 件数 割合
全**体 ,-,
回答数合計 112 34454
6789:; 3<, <<5<
水泳 ?@ 3<51
#AB 21 C53
卓球 ,1 ?5,
"FG ,3 15?
HIJ:; <1 251
KL8M8A 3@ ,52
;N6:O#AB 3C ,5<
KGPQRM8A 3C ,5<
SQ!8 32 <51
BQRSA 3< <5<
N;T8 ? 353
陸上競技 1 45@
新体操 2 45-
[8RM8A < 452
\]他 ?4 345C
無回答 ?C 3<5,

問a総合型地域Gf8ghNijkl様no種目]活動t行vw*xyz{tl|]}~o種目t�w�*
参加��y�思yz{����xkz��]{�x選�j���y�

表６ 参加したいと考えるスポーツ活動（義務教育終了後） 
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⽇本全体の傾向について「2022 レジャー⽩書 余暇の現状と産業・市場の動向」（(公財)
⽇本⽣産性本部）から、⽔泳への活動参加率は全体では中位にあるものの性別・年齢層を
問わず平均的に参加⼈⼝の⾼いスポーツ活動と⾔えます。また「余暇・レジャー＆観光 
総合統計 2022」（㈱三冬社）から、⽔泳は今後⾏ってみたい運動・スポーツの種⽬の上位
にあり、かつ性別・年齢層に偏りが少ないことがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

「2022 レジャー⽩書 余暇の現状と産業・市場の動向」（(公財)⽇本⽣産性本部）よ

り 

「余暇・レジャー＆観光 総合統計 2022」（㈱三冬社発⾏）より 
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常総運動公園では、野球場、
テニスコート、⾃由広場、
総合体育館、室内温⽔プー
ル、会議室、陸上競技場、
その他の施設の利⽤者から
成る 2022 年度の年間合計利
⽤者数は述べ 155,591⼈でし
た。その中で室内温⽔プー
ルの利⽤者数は最多の、延
べ 50,834⼈でした（図５）。 

つくばみらい市⺠による常
総運動公園の全施設利⽤者
数は延べ 17,226 ⼈で、うち
室内温⽔プールの利⽤者は
延べ 7,432⼈の 43.1%で、こ
の結果からもニーズの⾼さ
が窺えます（図６）。 

本市において「どのような条件が整えば運動やスポーツ活動をすると思うか」の質問に対
する筆頭の回答が「⾝近な場所にスポーツ施設があれば」（表２）であったことも併せ、利
⽤者のニーズと市の公共施設は、ややミスマッチの状態にあり、市⺠のニーズに合った施
設を提供することが課題と⾔えます。 

 
③ 市⺠のニーズ（年少⼈⼝について） 
特にみらい平地区で増加傾向のある年少者に対し、どのようなスポーツイベント・教室に
参加したいかを尋ねたところ、⼩・中学⽣とも景品・賞品がもらえるものを除き「やった
ことがないスポーツが体験できるイベント」が最多でした（表７・表８）。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

!"#$ 件数 割合
全**体 ,,- .//0/
景品3賞品56789:;<= -/ .>0?
@ABCD5EFGHIJ5体験LM9:;<= N- .O0,
PQGHIJ選手T7指導W受Y7Z9:;<= N. .N0[
苦手E運動W教8`aZ9教室c走9e5速aE9gJh跳j箱egJElm ,[ .,0O
一度p色rEGHIJ5体験LM9:;<= ,- ./0>
保護者D参加LM9:;<= ,. ?0-
誰L6楽z{9|}IGHIJe:;<= .O ~0>
学校行事p向YB教室c���<大会@運動会Elp向Y`e教室m [ N0~
�e他 O ,0,
無回答 .[ [0/

問�le��EGHIJ:;<=3教室5�Z�参加zBFL�T�c�����Ym�e他e場合p�c**
me中p具体的p書F`a� F�

表７ 本市の⼩学⽣が参加したいと考えるスポーツイベント 
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「余暇・レジャー＆観光 総合統計 2022」において、「オリンピック・パラリンピックを
きっかけにやってみたい、体験してみたいスポーツ」「オリンピック・パラリンピックをき
っかけに観てみたいスポーツ」の設問に対し、従来からの競技以外ではアーバンスポーツ
であるスケートボードがランクに⼊っていました。スケートボードは東京 2020⼤会からの
新競技ですが、パリ 2024 ⼤会、ロサンゼルス 2028 ⼤会での実施も確定していることから、
今後も⼈気が継続すると予想されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
■ 施策内容 

現状と課題を踏まえ、基本⽅針１及び基本⽅針２の達成が期待でき、かつ市⺠のニーズ
に合ったスポーツ施設として、屋内型温⽔プールを含めた新しいスポーツが体験できる施
設の整備を検討することとします。 

!"#$ 件数 割合
全**体 ,-. ,//0/
景品3賞品56789:;<= -> ,?0@
ABCDE5FGHIJK5体験MN9:;<= -O ,?0,
PQHIJK選手T7指導W受Y7Z9:;<= -, ,[0\
一度_色aFHIJK5体験MN9:;<= ,[ ,-0[
誰M6楽de9fgJHIJKh:;<= ,> ,,0/
苦手F運動W教8mnZ9教室p走9h5速nF9sKt跳v箱hsKFxy @ .0,
保護者E参加MN9:;<= - ,0[
学校行事_備8C教室p���<大会A運動会Fx_向Ymh教室y , /0?
�h他 O -0>
無回答 ,> ,,0/

問�xh��FHIJK:;<=3教室5�Z�参加dCGM�T�p�����Yy�h他h場合_�p**
yh中_具体的_書Gmn�¡G�

表８ 本市の中学⽣が参加したいと考えるスポーツイベント 

「余暇・レジャー＆観光 総合統計 2022」（㈱三冬社発⾏）より 
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６ ⽅針の整合性 
本計画の基本⽅針は、以下の各項⽬と整合性があります。 
 

� 市⺠の意⾒ 
ü アンケート調査において、義務教育終了後の市⺠が必要と考える市のスポーツ

振興の施策（表９）から上位 8 つの結果に注⽬ 
 
Ø 基本⽅針１（⽣涯スポーツの推進）：「年齢にあったスポーツの開発・普及を

進める」、「スポーツ⾏事・⼤会・教室等の充実」、「市⺠が参加できる各種ス
ポーツ⼤会の開催」、「プロスポーツや全国レベルの⼤会の開催を誘致する」、
「スポーツを通じた地域の活性化（スポーツツーリズムの推進）」の各項⽬。 

 

Ø 基本⽅針２（スポーツによる健康保持増進）：「だれもが気軽にできるスポー
ツ施設を整備する」、「年齢にあったスポーツの開発・普及を進める」、「スポ
ーツ⾏事・⼤会・教室等の充実」、「市⺠が参加できる各種スポーツ⼤会の開
催」、「学校体育施設の開放を進める」、「障がい者スポーツのための施設を整
備する」、「スポーツを通じた地域の活性化（スポーツツーリズムの推進）」
の各項⽬。 

 

Ø 基本⽅針３（スポーツ施設の充実）：「だれもが気軽にできるスポーツ施設を
整備する」、「プロスポーツや全国レベルの⼤会の開催を誘致する」、「学校体
育施設の開放を進める」、「障がい者スポーツのための施設を整備する」の各
項⽬。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

� つくばみらい市：第 2 次つくばみらい市総合計画（後期基本計画） 
ü 第 2 章「市⺠が豊かな暮らしが描ける場を創る」第 2 節「⽣涯学習・スポーツ」

施策 16「スポーツ・レクリエーション活動の充実」 
 
Ø 基本⽅針１：「スポーツに親しむ機会の提供」、「総合型地域スポーツクラブ
事業の推進」、「スポーツ関係団体の育成」の各項⽬。  
 

Ø 基本⽅針２：「総合型地域スポーツクラブ事業の推進」、「スポーツ関係団体
の育成」の各項⽬。 
 

Ø 基本⽅針３：「施設の⻑寿命化及び整備」。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 次つくばみらい市総合計画（後期基本計画）第 2 章各項⽬ 
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� つくばみらい市教育振興基本計画（後期基本計画） 
ü 第 2 章「基本理念」基本⽬標第 2 節「たくましく⽣きる強い⼼と体を育てる」

基本⽅針 3「学校や地域におけるスポーツ活動の充実」 
Ø 基本⽅針１、２、３のいずれとも整合性がとれています。 

 
ü 第 2 章「基本理念」基本⽬標第 4 節「⽣涯を通じ、いきいきと活躍する学びを
創る」重点政策２「すべての⼈が楽しめるスポーツのまちプロジェクト」 
Ø 基本⽅針１、２、３のいずれとも整合性がとれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

つくばみらい市教育振興基本計画（後期基本計画）の施策体系 
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� 茨城県：茨城県スポーツ推進計画 
Ø 基本⽅針１：「学校における⼦供の体育・スポーツの充実」、「ライフステー
ジに応じた県⺠の運動やスポーツ活動の推進」、「国内外で活躍する本県選⼿
の育成と強化」の各項⽬。  
 

Ø 基本⽅針２：「ライフステージに応じた県⺠の運動やスポーツ活動の推進」、
「国内外で活躍する本県選⼿の育成と強化」の各項⽬。 
 

Ø 基本⽅針３：「学校における⼦供の体育・スポーツの充実」、「スポーツ環境
の整備と充実」の各項⽬。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茨城県スポーツ推進計画の基本⽅針（茨城県教育委員会） 
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� スポーツ庁 
ü 第 3 期スポーツ基本計画の新たな「３つの視点」 

Ø 基本⽅針１：「つくる／はぐくむ」、「あつまり、ともに、つながる」の各項
⽬。  

Ø 基本⽅針２： 「あつまり、ともに、つながる」、「誰もがアクセスできる」
の各項⽬。 

Ø 基本⽅針３：「つくる／はぐくむ」、「誰もがアクセスできる」の各項⽬。 
 

ü 第 3 期スポーツ基本計画の「総合的かつ計画的に取り組む 12 の施策」 
Ø 基本⽅針１：「多様な主体におけるスポーツの機会創出」、「国際競技⼒の向
上」、「スポーツの国際交流・協⼒」、「スポーツによる地⽅創⽣・まちづく
り」、「スポーツを通じた共⽣社会の実現」、「スポーツの推進に不可⽋なハー
ド、ソフト、⼈材」の各項⽬。  

Ø 基本⽅針２：「多様な主体におけるスポーツの機会創出」、「国際競技⼒の向
上」、「スポーツの国際交流・協⼒」、「スポーツによる健康増進」、「スポーツ
を通じた共⽣社会の実現」、「担い⼿となるスポーツ団体のガバナンス改⾰・
経営⼒強化」、「スポーツを実施する者の安全・安⼼の確保」、「スポーツ・イ
ンテグリティの確保」の各項⽬。  

Ø 基本⽅針３：「スポーツ界における DX の推進」、「スポーツの成⻑産業化」、
「スポーツによる地⽅創⽣、まちづくり」、「スポーツの推進に不可⽋なハー
ド、ソフト、⼈材」、「スポーツを実施する者の安全・安⼼の確保」の各項⽬。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スポーツの価値を⾼めるためのスポーツ庁第三期スポーツ基本計画の 
新たな「３つの視点」を⽀える施策 
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スポーツ庁第 3 期スポーツ基本計画「今後５年間に総合的かつ計画的に取り組む施策」 
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第三章 施策の展開 

１ 基本⽅針１：⽣涯スポーツの推進 
（１） スポーツへの多様な機会の創出 
アンケート調査から、義務教育終了後の市⺠が本市スポーツ振興の施策として必要と考

える項⽬に、スポーツ環境や施設の整備と並んで「スポーツ⾏事・⼤会・教室等の充実」
「市⺠が参加できる各種スポーツ⼤会の開催」「プロスポーツや全国レベルの⼤会の開催を
誘致する」といったイベント・⼤会・教室のニーズに関する項⽬が多く挙げられました
（表９）。⼩学⽣・中学⽣においても「やったことがないスポーツが体験できるイベント」
の他、「プロスポーツ選⼿から指導を受けられるイベント」「苦⼿な運動を教えてくれる教
室」に対するニーズが⾼くなっています（表７・表８）。これらの結果から、本市とプロス
ポーツ団体等との連携協定を推進・活⽤し、市⺠のニーズに合ったイベント・⼤会・教室
の検討を⾏うと同時に年間事業回数を増やすことにより、幅広い年齢層における活動機会
を増加させる必要があると考えられます。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
また、スポーツを「する」「⾒る」「⽀える」の 3 つの側⾯から考えるとプロスポーツや全

国レベルの⼤会の開催誘致・実施やスポーツ合宿・キャンプの誘致・実施には「⽀える」
側⾯を活性化させることから、それらを施策に盛り込むことにより「スポーツを通した地
域の活性化」や「スポーツを通した都市・国際交流の振興」に繋がっていくことでしょう。 

 
 

!"#$ 件数 割合
回答数合計 ,-.// ,//0/
1234気軽789:;<=>施設A整備D: .EE ..0.
年齢7HIJ;<=>K開発N普及A進R: ,S, ,.0E
;<=>行事N大会N教室等K充実 ,/S ]0]
市民4参加89:各種;<=>大会K開催 eE ]0/
fg;<=>h全国klmK大会K開催A誘致D: p/ S0]
学校体育施設K開放A進R: E, S0,
障4w者;<=>KJRK施設A整備D: S] y0]
;<=>A通{J地域K活性化�;<=>>=$��K推進� S] y0]
地域K���h�=�m��A育成D: SS y0E
;<=>合宿N���fK誘致N実施 S, y0�
;<=>指導者A養成D: yp �0e
障4w者KJRK;<=>行事N大会N教室A充実��: yy �0p
;<=>A通{J都市N国際交流A振興D: y, �0y
障4w者;<=>K指導者A確保N養成D: �� .0]
;<=>���" ¡A支援D: ., ,0]
特7�w ,e ,0E
¥K他 ,/ /0]
無回答 ,y ,0.

問©今後¬市K;<=>振興K施策®{¯必要®思³2:3K´何8D¶·�H¯´¸:3KD¹¯7ºA»¼¯½1�
w�

表９ 市⺠が必要と考える市のスポーツ振興の施策（義務教育終了
後） 

第三章  施策の展開 
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まとめとして、次に挙げる事業を実施することにより、スポーツ環境を充実させることと
します。 

� 基本⽅針３と連動し、新しい施設（屋内型温⽔プール等）を利⽤した年齢層ごと
の市⺠向けイベントの開催・障がい者向けのイベントの開催 

� 同じく、新しい施設（屋内型温⽔プール等）を利⽤した⼤会の誘致 

� プロ選⼿や国際レベルの選⼿から指導を受けられる教室の実施 
 
 
（２） クラブ活動⽀援 

年少⼈⼝が減少傾向にあるみらい平地区以外の学校においては、在籍する⽣徒数の減少
とともに部活動在籍者の減少が⽣じています。このことから特に団体競技のクラブについ
ては他校との合同部活動の検討も必要となるでしょう。合同部活動の概念は、多様な児
童・⽣徒のニーズに対し指導者が不⾜するといった問題を解決する⼿段の⼀つにもつなが
ります。そこで各校の実情を鑑みながら合理的で効率的な合同部活動の推進について検討
していくこととします。 

施設が整備された際には、体育授業での活⽤のみならず運動部の選択肢も増やすことが
できると予想されますが、教員の負担軽減及び指導者の充実が実現するよう検討していき
ます。スポーツ庁が既に開始している休⽇の部活動の段階的な地域移⾏に対しても、保護
者やボランティアが担うには限界があることから、本市の総合型地域スポーツクラブであ
るスポーツクラブみらいやスポーツ協会等各団体の協⼒等も得ながら、運動部・⽂化部の
如何に関わらず対応していくこととします。 
 
 
（３） 選⼿・指導者育成 

本市がスポーツ振興を推進する上で、市⺠が誇りに思い応援したくなるような本市の選
⼿を育成することも重要です。また部活動の地域移⾏を推進し、総合型地域スポーツクラ
ブの活動を発展させていく上でも、より専⾨的な指導ができる指導者の育成が必要になり
ます。指導者育成については（公財）茨城県スポーツ協会が（公財）⽇本スポーツ協会の
有資格者を対象として講習会を主導・実施しています。そこで本市では選⼿を育成する上
で従来から実施しているつくばみらい市スポーツ・⽂化振興奨励⾦の交付に加え、⽇本ス
ポーツ協会公認指導者の基礎資格取得に関して情報提供や助⾔を⾏う等、指導者育成につ
いても推進していくこととします。 
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２ 基本⽅針２：スポーツによる健康保持増進 
本市は、基本⽅針 1 で⽰された⽣涯スポーツの推進を通じ、また施設が整備された際には

それを活⽤しながら市⺠の健康保持増進を推進することとします。幅広い年齢層に対し健
康保持増進を推進する上では以下の要素を重視します。 

� ⽣涯スポーツの推進 
� 年少⼈⼝におけるスポーツ活動の推進 
� ⾼齢者の健康づくりの推進 
� 障がい者スポーツの推進 

 
（１） ⽣涯スポーツの推進  
義務教育終了後の市⺠の 2022 年 1 ⽉時点におけるスポーツ実施率（63.5%、図１）を、

第２次つくばみらい市総合計画（後期基本計画）期間終了時（2028 年 3 ⽉予定）に 75％と
することを⽬指し、幅広い世代の市⺠が様々なスポーツに触れる機会を提供し、⽣涯スポ
ーツの推進を図ります。 

 
（２） 年少⼈⼝におけるスポーツ活動の推進 
厚⽣労働省によれば、⼦ども時代の運動経験は、成⼈期以降の体⼒レベルあるいは⾝体

活動状況を左右する可能性が指摘されており、⼦どもたちが積極的に⾝体を動かすことの
できる環境あるいは政策の⽀援がこれまで以上に必要と⾔われています。運動不⾜により
⽣活習慣病に罹患する⼦どもたちも増えているため、⽣活習慣病の予防を⽬的として、運
動を習慣づけることも重要です。また運動・スポーツには⾃⼰表現やストレス発散といっ
た⼼理的な効果も期待できます。 

近年、若者のスポーツ離れが⽇本のみならず多くの国で問題になっています。東京 2020
オリンピック競技⼤会においては、若者に⼈気のあるスポーツが採⽤されました。その背
景には、若者のスポーツ離れに対する問題意識が存在しています。スポーツも時代ととも
に進化が求められているため、従来の「体育」の概念から「楽しむスポーツ」、さらには
「遊びの要素を取り⼊れたアクティビティ」をスポーツと捉えるものとして、アーバンス
ポーツに⼈気が出てきています。このアーバンスポーツの特徴としては、アスリートもフ
ァンも概して若いことが挙げられ、ファッションや⾳楽などの⽂化的要素も兼ね備えてい
ます（⽂部科学省より）。 

そこで本市では、成⼈のみならず特に年少⼈⼝をターゲットとして、遊びを発展させた楽
しく⾝体を動かすためのアーバンスポーツ施設を含めた環境整備を検討し、年少⼈⼝にお
けるスポーツ活動を推進します。 
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またスポーツクラブみらい等が実施している事業の活性化に加え、年間を通し活⽤でき
る屋内型温⽔プール等を活⽤し、学校教育に加えて、年少⼈⼝をターゲットとした楽しみ
ながら基礎体⼒の向上に効果のある⽔中活動等を利⽤した教室を実施します。 

 
（３） ⾼齢者の健康づくりの推進 
厚⽣労働省によれば、⼀⼈ひとりが健やかで⼼豊かに⽣活できる活⼒ある社会を実現し、

社会保障制度を持続可能なものとするためには、平均寿命の伸びを上回る健康寿命の延伸、
即ち、健康寿命と平均寿命との差を縮⼩することが重要であると⾔われています。また健
康な状態と要介護の状態の中間をフレイルと⾔いますが、⾼齢者においてはフレイルを予
防することが重要であると⾔われています。そこで現在スポーツクラブみらいに実施して
いただいている「ウォーキング教室」等に加え、介護が必要な状態となることを予防する
ため、運動を習慣づけることにより、無理のない体⼒向上を⽬指せるよう事業を展開して
いくこととします。 

 
（４） 障がい者スポーツの推進 
障がい者のスポーツイベントは茨城県スポーツ協会が主導で数多く実施されていますが、

健康保持増進の上では継続的な⾝体活動・スポーツを実施することが重要です。そこで既
存の市内スポーツ施設において、バリアフリー化が不⼗分な施設についてはスロープの設
置、トイレや更⾐室の改修などにより改善を図ることにより運動習慣をつけていただく⾜
がかりとします。また新たに整備を検討する屋内型温⽔プールを含めた施設においては、
障がい者が利⽤しやすい施設とするだけでなく、専⾨的な指導者による障がい者向けの⽔
中運動教室を定期的に開催することとします。 
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３ 基本⽅針３：スポーツ施設の充実 
（１）スポーツ施設の整備 

⽣涯スポーツの推進及びスポーツによる健康保持増進を推進するにあたり、本市が取り
組むべき施設の整備については、幅広い年齢層の市⺠に利⽤いただく上で、学校体育の要
素も考えていく必要があります。即ち、みらい平地区に新設される学校を除き、いずれ⽼
朽化により使⽤できなくなるプールを有する⼩中学校の体育授業を今後どうするかを念頭
におきながら、整備に向けて計画する必要があります。 

⾼度成⻑期に整備されたプールの⽼朽化は、本市に限ったことではなく、今後⽔泳授業
をどうするかという問題は全国的な問題であり、それに対し昨今では、公共プールを学校
体育に有効活⽤している⾃治体の例もあります（茨城県守⾕市、愛知県常滑市、福井県勝
⼭市等）。 
従って、幅広い年代層の市⺠の健康保持増進を図るとともに、様々なタイプの利⽤（授業、
⽔中ウォーキング、泳ぎの初級者・中級者・上級者）がある程度同時に可能となるような
スペースを有し、⼊退⽔を含めた⾼齢者や障がい者の利⽤のしやすさ・運動のしやすさに
⼗分配慮した屋内型温⽔プール等を検討していきます。 

また、現在運動をしていない市⺠における最⼤の理由が「忙しくて時間がないから」（表
２）であったことから、施設の整備にあたっては、移動することなく短時間で様々なこと
ができる⼯夫をしていく必要があると考えられます。そこで、トレーニングジム・多⽬的
ルーム等の併設、更⾐室・シャワー室に加えてサウナ・スパ等の整備、屋上や周囲を緑化
してウォーキングコースを併設する等により、⼀か所で様々な運動やレジャーを実施でき
るよう検討します。 

 
（２）新しいスポーツを体験する施設の整備 

年少⼈⼝を主なターゲットとしてスポーツ環境を充実させ、スポーツによる健康保持増進
を図る上では、アーバンスポーツ等の施設整備を検討する必要があります。アーバンスポ
ーツパークについては、茨城県内の複数の⾃治体が既に整備を完了していますが、パーク
のタイプは様々で、例えばつくば市は⾃転⾞ BMX レーシング（オリンピック種⽬）のた
めの施設、笠間市は同じくスケートボードのパーク（同）及びストリート（同）のための
施設、境町は BMX フリースタイル（同）のみならずインラインスケート、スケートボー
ド、スクーターが使⽤できるパークと多岐にわたっています。本市においては、専⾨家の
意⾒を伺いながら県内周辺の⾃治体と重複しない、かつ年少⼈⼝が遊びや⽂化的要素を取
り⼊れ、複数のスタイル（BMX、インラインスケート、スケートボード等）を通じて楽し
みながら体を動かせるような施設の整備を検討していきます。 
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第四章 推進体制 

１ 各主体の役割 
本計画に位置付けた施策を着実に推進していくためには、市⺠等、地域、スポーツ団体、
事業者及び市がスポーツ推進の重要性を認識し、互いに連携・協働しながら、⾃主的・主
体的な取り組みを図っていかなければなりません。そのために、各主体が以下の通りそれ
ぞれの役割と責務を果たしていくこととします。 
 
■ 市の責務 
スポーツの振興に関し、市の特性に応じた施策を実施します。市⺠等が参加しやすい環境
を整備し、多世代及びスポーツ団体が交流する機会を⽀援します。 
 
■ 市⺠等の役割 
⾃主的かつ主体的な運動・スポーツ活動を通じて、⾃らの体⼒の向上及び健康保持増進に
取り組むとともに、スポーツイベント・スポーツ⼤会等において積極的に参加するよう努
めるものとします。 
 
■ 地域の役割 
スポーツ活動を通じて、運動習慣の向上、健康保持増進及び地域の活性化に努めるものと
します。 
 
■ スポーツ団体の役割 
⼼⾝の健康の保持増進及び安全の確保に配慮しつつ、スポーツ活動の推進に主体的に取り
組むとともに、スポーツ活動に対する市⺠等の関⼼及び理解を深め、市⺠等のスポーツ活
動への参加を推進するよう努めるものとします。 
 
■ 地域スポーツクラブの役割 
幼児から⾼齢者までの多世代が気軽にスポーツを楽しめる 「⽣涯スポーツ社会」 をめざし、
「誰でも」「いつでも」「いつまでも」スポーツを親しむことができる、「新しいコミュニケ
ーションづくりの場」を提供し、スポーツ活動の推進と⽣涯スポーツ社会の創出に貢献す
ることに努めるものとします。 
 
 
 
 

第四章  推進体制 
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２ 進⾏管理 
施策の進⾏管理にあたっては、計画（Plan）、実⾏（Do）、評価（Check）、改善（Act）

の PDCA サイクルにより適切に⾏い、毎年「つくばみらい市スポーツ推進審議会」におい
て取り組みの進捗状況を確認します。また、市⺠のニーズなどの変化等を考慮し、必要に
応じて⾒直しを⾏い、本計画の最終年度（次期計画の⾒直し時）には、⽰した⽅針がどの
ような状況となっているか定性分析することにより、評価とその検証を⾏います。 
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参考資料 

１ 法令、計画等 

（１） スポーツ基本法（抜粋） 

平成⼆⼗三年法律第七⼗⼋号 
○スポーツ基本法 
 
スポーツは、世界共通の⼈類の⽂化である。 
スポーツは、⼼⾝の健全な発達、健康及び体⼒の保持増進、精神的な充⾜感の獲得、⾃律⼼その他の精神の涵かん養等のた
めに個⼈⼜は集団で⾏われる運動競技その他の⾝体活動であり、今⽇、国⺠が⽣涯にわたり⼼⾝ともに健康で⽂化的な⽣活
を営む上で不可⽋のものとなっている。スポーツを通じて幸福で豊かな⽣活を営むことは、全ての⼈々の権利であり、全て
の国⺠がその⾃発性の下に、各々の関⼼、適性等に応じて、安全かつ公正な環境の下で⽇常的にスポーツに親しみ、スポー
ツを楽しみ、⼜はスポーツを⽀える活動に参画することのできる機会が確保されなければならない。 
スポーツは、次代を担う⻘少年の体⼒を向上させるとともに、他者を尊重しこれと協同する精神、公正さと規律を尊ぶ態度
や克⼰⼼を培い、実践的な思考⼒や判断⼒を育む等⼈格の形成に⼤きな影響を及ぼすものである。 
また、スポーツは、⼈と⼈との交流及び地域と地域との交流を促進し、地域の⼀体感や活⼒を醸成するものであり、⼈間関
係の希薄化等の問題を抱える地域社会の再⽣に寄与するものである。さらに、スポーツは、⼼⾝の健康の保持増進にも重要
な役割を果たすものであり、健康で活⼒に満ちた⻑寿社会の実現に不可⽋である。 
スポーツ選⼿の不断の努⼒は、⼈間の可能性の極限を追求する有意義な営みであり、こうした努⼒に基づく国際競技⼤会に
おける⽇本⼈選⼿の活躍は、国⺠に誇りと喜び、夢と感動を与え、国⺠のスポーツへの関⼼を⾼めるものである。これらを
通じて、スポーツは、我が国社会に活⼒を⽣み出し、国⺠経済の発展に広く寄与するものである。また、スポーツの国際的
な交流や貢献が、国際相互理解を促進し、国際平和に⼤きく貢献するなど、スポーツは、我が国の国際的地位の向上にも極
めて重要な役割を果たすものである。 
そして、地域におけるスポーツを推進する中から優れたスポーツ選⼿が育まれ、そのスポーツ選⼿が地域におけるスポーツ
の推進に寄与することは、スポーツに係る多様な主体の連携と協働による我が国のスポーツの発展を⽀える好循環をもたら
すものである。 
このような国⺠⽣活における多⾯にわたるスポーツの果たす役割の重要性に鑑み、スポーツ⽴国を実現することは、⼆⼗⼀
世紀の我が国の発展のために不可⽋な重要課題である。 
ここに、スポーツ⽴国の実現を⽬指し、国家戦略として、スポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、この
法律を制定する。 
 
第⼀章 総則 
（⽬的） 
第⼀条 この法律は、スポーツに関し、基本理念を定め、並びに国及び地⽅公共団体の責務並びにスポーツ団体の努⼒等を明
らかにするとともに、スポーツに関する施策の基本となる事項を定めることにより、スポーツに関する施策を総合的かつ計
画的に推進し、もって国⺠の⼼⾝の健全な発達、明るく豊かな国⺠⽣活の形成、活⼒ある社会の実現及び国際社会の調和あ
る発展に寄与することを⽬的とする。 
 
（基本理念） 
第⼆条 スポーツは、これを通じて幸福で豊かな⽣活を営むことが⼈々の権利であることに鑑み、国⺠が⽣涯にわたりあらゆ
る機会とあらゆる場所において、⾃主的かつ⾃律的にその適性及び健康状態に応じて⾏うことができるようにすることを旨
として、推進されなければならない。 
２ スポーツは、とりわけ⼼⾝の成⻑の過程にある⻘少年のスポーツが、体⼒を向上させ、公正さと規律を尊ぶ態度や克⼰⼼
を培う等⼈格の形成に⼤きな影響を及ぼすものであり、国⺠の⽣涯にわたる健全な⼼と⾝体を培い、豊かな⼈間性を育む基
礎となるものであるとの認識の下に、学校、スポーツ団体（スポーツの振興のための事業を⾏うことを主たる⽬的とする団
体をいう。以下同じ。）、家庭及び地域における活動の相互の連携を図りながら推進されなければならない。 
３ スポーツは、⼈々がその居住する地域において、主体的に協働することにより⾝近に親しむことができるようにするとと
もに、これを通じて、当該地域における全ての世代の⼈々の交流が促進され、かつ、地域間の交流の基盤が形成されるもの
となるよう推進されなければならない。 
４ スポーツは、スポーツを⾏う者の⼼⾝の健康の保持増進及び安全の確保が図られるよう推進されなければならない。 
５ スポーツは、障害者が⾃主的かつ積極的にスポーツを⾏うことができるよう、障害の種類及び程度に応じ必要な配慮をし
つつ推進されなければならない。 
委員は、改正後のスポーツ基本法第三⼗⼆条第⼀項の規定により委嘱されたスポーツ推進委員とみなす。 
６ スポーツは、我が国のスポーツ選⼿（プロスポーツの選⼿を含む。以下同じ。）が国際競技⼤会（オリンピック競技⼤会、
パラリンピック競技⼤会その他の国際的な規模のスポーツの競技会をいう。以下同じ。）⼜は全国的な規模のスポーツの競技
会において優秀な成績を収めることができるよう、スポーツに関する競技⽔準（以下「競技⽔準」という。）の向上に資する
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諸施策相互の有機的な連携を図りつつ、効果的に推進されなければならない。 
７ スポーツは、スポーツに係る国際的な交流及び貢献を推進することにより、国際相互理解の増進及び国際平和に寄与する
ものとなるよう推進されなければならない。 
８ スポーツは、スポーツを⾏う者に対し、不当に差別的取扱いをせず、また、スポーツに関するあらゆる活動を公正かつ適
切に実施することを旨として、ドーピングの防⽌の重要性に対する国⺠の認識を深めるなど、スポーツに対する国⺠の幅広
い理解及び⽀援が得られるよう推進されなければならない。 
 
（国の責務） 
第三条 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、スポーツに関する施策を総合的に策定し、及び実施
する責務を有する。 
 
（地⽅公共団体の責務） 
第四条 地⽅公共団体は、基本理念にのっとり、スポーツに関する施策に関し、国との連携を図りつつ、⾃主的かつ主体的に、
その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 
 
（スポーツ団体の努⼒） 
第五条 スポーツ団体は、スポーツの普及及び競技⽔準の向上に果たすべき重要な役割に鑑み、基本理念にのっとり、スポー
ツを⾏う者の権利利益の保護、⼼⾝の健康の保持増進及び安全の確保に配慮しつつ、スポーツの推進に主体的に取り組むよ
う努めるものとする。 
２ スポーツ団体は、スポーツの振興のための事業を適正に⾏うため、その運営の透明性の確保を図るとともに、その事業活
動に関し⾃らが遵守すべき基準を作成するよう努めるものとする。 
３ スポーツ団体は、スポーツに関する紛争について、迅速かつ適正な解決に努めるものとする。 
 
（国⺠の参加及び⽀援の促進） 
第六条 国、地⽅公共団体及びスポーツ団体は、国⺠が健やかで明るく豊かな⽣活を享受することができるよう、スポーツに
対する国⺠の関⼼と理解を深め、スポーツへの国⺠の参加及び⽀援を促進するよう努めなければならない。 
 
（関係者相互の連携及び協働） 
第七条 国、独⽴⾏政法⼈、地⽅公共団体、学校、スポーツ団体及び⺠間事業者その他の関係者は、基本理念の実現を図るた
め、相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない。 
 
（法制上の措置等） 
第⼋条 政府は、スポーツに関する施策を実施するため必要な法制上、財政上⼜は税制上の措置その他の措置を講じなければ
ならない。 
 
第⼆章 スポーツ基本計画等 
（スポーツ基本計画） 
第九条 ⽂部科学⼤⾂は、スポーツに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、スポーツの推進に関する基本的な計
画（以下「スポーツ基本計画」という。）を定めなければならない。 
２ ⽂部科学⼤⾂は、スポーツ基本計画を定め、⼜はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、審議会等（国家⾏政組織
法（昭和⼆⼗三年法律第百⼆⼗号）第⼋条に規定する機関をいう。以下同じ。）で政令で定めるものの意⾒を聴かなければな
らない。 
３ ⽂部科学⼤⾂は、スポーツ基本計画を定め、⼜はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係⾏政機関の施策に係
る事項について、第三⼗条に規定するスポーツ推進会議において連絡調整を図るものとする。 
 
（地⽅スポーツ推進計画） 
第⼗条 都道府県及び市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会（地⽅教育⾏政の組織及び運営に関する 
法律（昭和三⼗⼀年法律第百六⼗⼆号）第⼆⼗三条第⼀項の条例の定めるところによりその⻑がスポーツに関す 
る事務（学校における体育に関する事務を除く。）を管理し、及び執⾏することとされた地⽅公共団体（以下「特 
定地⽅公共団体」という。）にあっては、その⻑）は、スポーツ基本計画を参酌して、その地⽅の実情に即したス 
ポーツの推進に関する計画（以下「地⽅スポーツ推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 
２ 特定地⽅公共団体の⻑が地⽅スポーツ推進計画を定め、⼜はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、 
当該特定地⽅公共団体の教育委員会の意⾒を聴かなければならない 
 
（スポーツ推進会議） 
第三⼗条 政府は、スポーツに関する施策の総合的、⼀体的かつ効果的な推進を図るため、スポーツ推進会議を設け、⽂部
科学省及び厚⽣労働省、経済産業省、国⼟交通省その他の関係⾏政機関相互の連絡調整を⾏うものとする。 
 



 29 

 
（都道府県及び市町村のスポーツ推進審議会等） 
第三⼗⼀条 都道府県及び市町村に、地⽅スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項を調査審議させるた
め、条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関（以下「スポーツ推進審議会等」という。）を置くことができ
る。 
 
 
 
 
 
 

（２） つくばみらい市スポーツ推進審議会条例 

○つくばみらい市スポーツ推進審議会条例 
平成 18年 3 ⽉ 27⽇ 

条例第 121号 
 
(趣旨) 
第 1 条 この条例は、スポーツ基本法(平成 23年法律第 78号)第 31 条の規定に基づき、スポーツ振興審議会の設置、委員の
定数、任期その他スポーツ推進審議会に関し必要な事項を定めるものとする。 
(平 23 条例 23・⼀部改正) 
 
(設置) 
第 2 条 つくばみらい市につくばみらい市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。 
(平 23 条例 23・⼀部改正) 
 
(組織) 
第 3 条 審議会の委員は、教育委員会が委嘱する委員 6⼈以内をもって組織する。 
(平 23 条例 23・⼀部改正) 
 
(任期) 
第 4 条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補⽋により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
2 審議会の委員は、再任されることができる。 
 
(報酬及び費⽤弁償) 
第 5 条 委員の報酬及び費⽤弁償については、つくばみらい市特別職の職員で⾮常勤のものの報酬及び費⽤弁償に関する条
例(平成 18年つくばみらい市条例第 29号)の定めるところによる。 
 
(委任) 
第 6 条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 
 
附則 
この条例は、平成 18年 3 ⽉ 27⽇から施⾏する。 
附則(平成 23年条例第 23号) 
 
(施⾏期⽇) 
1 この条例は、公布の⽇から施⾏する。 
 
(経過措置) 
 
2 この条例の施⾏の際現につくばみらい市スポーツ振興審議会の委員である者は、この条例による改正後のつくばみらい市
スポーツ推進審議会条例第 3 条の規定により委嘱されたつくばみらい市スポーツ推進審議会の委員とみなす。 
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（３） つくばみらい市スポーツ推進審議会規則 

○つくばみらい市スポーツ推進審議会規則 
平成 18年 3 ⽉ 27⽇ 

教育委員会規則第 27号 
 

(趣旨) 
第 1 条 この規則は、つくばみらい市スポーツ推進審議会条例(平成 18年つくばみらい市条例第 121号)第 6 条の規定に基づ
き、つくばみらい市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 
(平 23 教委規則 3・⼀部改正) 
 
(任務) 
第 2条 審議会は、つくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、スポーツの推進に関する次の
各号に掲げる事項について、調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。 
(1) スポーツ基本法(平成 23年法律第 78号。以下「法」という。)第 10条第 1項に規定する地⽅スポーツ推進計画に関する
こと。 
(2) 法第 35条の規定により補助⾦の交付について意⾒を述べること。 
(3) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。 
(4) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。 
(5) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。 
(6) スポーツ関係団体の育成に関すること。 
(7) スポーツの技術⽔準の向上に関すること。 
(8) スポーツによる事故の防⽌に関すること。 
(9) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。 
(平 23 教委規則 3・⼀部改正) 
 
(委員⻑及び副委員⻑) 
第 3 条 審議会に委員⻑ 1⼈及び副委員⻑ 2⼈を置く。 
2 委員⻑及び副委員⻑は、審議会の委員(以下「委員」という。)の互選によってこれを定める。 
3 委員⻑は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。 
4 副委員⻑は、委員⻑を補佐し、委員⻑に事故があるとき、⼜は⽋けたときは、その職務を代理する。 
5 委員⻑及び副委員⻑の任期は、1年とする。 
 
(会議) 
第 4 条 審議会の会議は、委員⻑が招集する。 
第 5条 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 
2 審議会の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員⻑の決するところによる。 
 
(事務処理) 
第 6 条 審議会の事務は、教育委員会事務局⽣涯学習課において処理する。 
 
(補則) 
第 7 条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育⻑が定める。 
 
附則 
この規則は、平成 18年 3 ⽉ 27⽇から施⾏する。 
附則(平成 23年教委規則第 3号) 
この規則は、公布の⽇から施⾏する。 
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（４） 第 2 次つくばみらい市総合計画（後期基本計画）施策 16 
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（５） つくばみらい市教育振興基本計画（後期基本計画） 
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２ 本市のスポーツ関連施設 
� 総合運動公園（⼩張１７７０） 

    体育館 
野球場 
テニスコート 
ゲートボール場 
多⽬的広場野球場 
多⽬的広場サッカー場 
多⽬的広場ターゲットバードゴルフ場 
⻘少年研修道場 

� 城⼭運動公園野球場（⽥村６６−１） 
� 古川テニスコート（古川１０２７） 
� 絹の台桜公園テニスコート（絹の台３−２） 
� きらくやまふれあいの丘テニスコート（神⽣５３０） 
� ⾕和原武道館（古川９５３−１） 
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